
 
富里市名誉市民選考委員会会議次第 

 
 

日時 平成２４年５月１５日（火）  
午前１０時から 

会場 本庁舎３階第３会議室  
 
 
１ 開 会 
 
２ 委嘱状交付 
 
３ あいさつ 
 
４ 会議事項 

(1) 会長の互選について 
(2) 委員会の運営について 

 (3)  富里市名誉市民条例と選考委員会並びに県内の名誉市民顕 
彰状況について 

(4)    富里市名誉市民の選考について（諮問） 
(5)   名誉市民証と名誉市民章のデザインについて 
(6) その他 

 
５ 閉 会 



① 富里市名誉市民条例・ 

名誉市民選考委員会について 

 

【条例の目的】  

本市は，平成１４年４月１日に県内３３番目の市として誕生し，平成２４

年度は市制施行１０周年という節目の年を迎えます。これから，活力のある

元気な富里のまちづくりを推進するため，この市制施行１０周年を契機に，

市民または市に縁故の深い方で，市に対し功労のあった方，または広く社会

の進展，学術文化の興隆に貢献した方のうち，その功績が顕著である方に対

し，名誉市民の称号を贈り，その功績をたたえるため，富里市名誉市民条例

を制定しました（平成２４年４月１日施行）。 

同時に，市民の郷土愛の醸成や意識の向上，対外的には富里市のイメージ

アップを図ることも期待できます。 

 

【決定までの手続き】   

市長が，富里市名誉市民の候補者を議会に上程するに当たり，候補者につ

いて富里市名誉市民選考委員会に諮問します。委員会では，「候補者が名誉市

民に適当かどうか」審議していただき，市長へ答申していただきます。市長

はこの結果に基づき，議会に上程し，議会の同意を得て，決定することにな

ります。 

 

【富里市名誉市民選考委員会は】   

委員会は地方自治法１３８条の第４項に定める執行機関の附属機関と位置

付けます。委員は１０名以内で，市議会議員や学識経験者，市長が特に認め

る者で構成します。また，地域や男女比などを考慮します。 

委員会には会長をおき，任期は職の委嘱日から，その答申が終わるまでの

日とします。また，会議の運営については規則を別に定めています。 

委員会の役割は，市長が議会に名誉市民へ同意を求めるに当たり，候補者

が名誉市民として適当かどうか審議して，市長へ答申していただきます。ま

た，名誉市民の取り消しに関しての諮問についても審議していただくことに

なります。 

 



【名誉市民は】   

同条例第１条にあるように，「市民が市民又は市に縁故の深い者で，市に対

して功労のあったもの，又は広く社会の進展，学術文化の興隆に多大な貢献

をし，その功績が顕著な方」を対象としています。名誉市民として顕彰され

る方は，市民の賞賛や尊敬の念の上にあると考えますので，一定の基準を設

けることは馴染まないものと考えます。県内で基準を設けている事例もあり

ます。また，故人や外国人の方への顕彰を妨げるものではありません。なお，

故人へは追贈という形になりますので，ご遺族に受け取っていただくことに

なります。 

 

【名誉市民になると】   

富里市名誉市民証と富里市名誉市民章が贈られ，その功績を公表して顕彰

されます。また，市が行う式典への招待や死亡の際における弔意，その他市

長が特に認めた特典や待遇があります。 

 

【名誉市民の取消し】  

名誉市民が，万一本人の責めに起因する行為により著しく名誉を失うこと

になった場合，名誉市民を取り消すものとします。これは，名誉市民が市民

の賞賛や尊敬の念の上にあるべきであることから，これに欠けることがある

場合は市長が委員会に諮問してその結果に基づき，議会の同意を求めるもの

です。 

 

【今後の予定】   

名誉市民条例は，富里市制施行１０周年事業の一環として制定しました。

秋には記念式典を予定しており，その席上で合わせて顕彰できれば，市制施

行１０周年記念に花を添えるものと考えます。式典までのスケジュールから

考えますと，６月議会の上程を考えています。詳細は参考スケジュール表を

ご覧ください。 

 

資料として 

 ・富里市名誉市民条例 

・富里市名誉市民条例（逐条解説） 

・富里市名誉市民条例施行規則 

・富里市名誉市民選考に係るスケジュールについて 



②   名誉市民の顕彰状況について 
 

【千葉県内の市部】 

 県内には３６市がありますが，そのうち当市を除いて２５市で名誉

市民条例を制定しています。また，そのうち名誉市民を顕彰している

のは２１市です（４市では条例があるものの，まだ顕彰までは至って

いません）。 

各市の顕彰状況については，以下の資料のとおりです。また，顕彰

者の詳細な経歴等について可能なかぎり添付しましたので，合わせて

参考にしてください。 

 

条例を制定している市 

  千葉市 銚子市 市川市 館山市 木更津市 松戸市 野田市 

  茂原市 成田市 佐倉市 東金市 旭市 習志野市 勝浦市 

 市原市 八千代市 我孫子市 鴨川市 君津市 富津市 

 浦安市 八街市 印西市 匝瑳市 香取市 

   

※下線のある市は顕彰者の経歴資料が添付されています 

        のある市は顕彰者がいない市です    

 

 

【印旛郡内】 

 郡内では，酒々井町と栄町で名誉町民条例が制定されています。市

部と同様に顕彰状況の資料を市部に末尾に添付しました。  



1

2

3

富里市名誉市民証の文言について(案）

富里市はあなたの偉大な功績をたたえ  ここに富里市名誉市民の称号を贈ります

富里市はあなたの偉大な功績をたたえ富里市民の誇りとして敬愛の念をもって　ここに富里市名誉市
民の称号を贈ります

あなたは広く社会文化の興隆に寄与されその功績は卓絶であります　ここに富里市名誉市民の称号を
贈ります



案１



案２



案３




